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平成２５年度組織機構の見直しについて（概要） 
 
 

 

１ 実施時期 

平成２５年４月１日 
 

 

２ 見直しの基本方針，視点 

(１) 基本方針 

本市では，「市民本位の政策主導型組織への転換」を基本理念とし，効率的な組

織体制の整備を進めることとしている。 

平成２５年度においても，引き続き，政策主導型組織の機能性と実効性を高める

観点から，行政組織の見直しを実施する。 

 

(２) 視点 

  ・高齢者福祉の推進 

  ・創造都市の推進 

  ・危機管理体制の強化 
 

 

３ 見直しの概要 

(１) 高齢者に関する施策の一体的な推進 

【「長寿福祉部」の新設】 

(２) 文化財等を活用したシティプロモーションの推進 

【「文化財課」の創造都市推進局への移管】 

【公園緑地課が所管する「玉藻公園に関する事務」の「文化財課」への

移管】 

(３) 総合的なシティプロモーションの推進 

【「商工労政課」の「産業振興課」への名称変更】 

(４) 大規模災害時等の危機的事態における体制の強化 

【「危機管理監」の設置】 
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４ 見直しの内容 

 

 「長寿福祉部」の新設  

高齢者福祉に関する業務と，介護保険に関する業務および介護予防に関する業務

を一体的に推進することにより，高齢者に関する施策を一元的に提供し，超高齢社

会の進展に効果的に対応するため，健康福祉局の中に「長寿福祉部」を新設する。 

 

（主な見直し内容） 

・ 健康福祉局の中に新設する「長寿福祉部」は，以下の３課を所管する。 

「長寿福祉課」 ············· 高齢者福祉に関する業務を所管 

「介護保険課」 ············· 介護保険に関する業務を所管 

「地域包括支援センター」 ·· 包括的支援事業，介護予防等に関する業務を所管 

  ※なお，「長寿福祉課」は，福祉事務所にも所属する。 

 

現 行 平成２５年４月１日～
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 「文化財課」等の創造都市推進局への移管  

本市の都市ブランドの確立や，シティプロモーションを推進するに当たり，文化

財を積極的に活用するため，「文化財課」を教育局から創造都市推進局へ移管する

とともに，都市整備局公園緑地課所管の「玉藻公園に関する事務」を「文化財課」

へ移管する。 

 

（主な見直し内容） 

・ 教育局の中の「文化財課」を創造都市推進局文化・観光・スポーツ部へ移管す

る。（歴史資料館等の施設も合わせて移管する。） 

・ 都市整備局公園緑地課で所管している「玉藻公園に関する事務」を「文化財

課」に移管する。 

 

現 行 平成２５年４月１日～
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 「商工労政課」の「産業振興課」への名称変更  

創造都市推進局は，本市の都市ブランドを確立し，総合的かつ効果的にシティプ

ロモーションを行うに当たり，商工業を始め，様々な分野の産業の振興および，そ

の連携に努める必要があることから，同局の幹事課である「商工労政課」を「産業

振興課」に課名変更する。 

 

 

  「危機管理監」の設置  

大規模な災害，事故または事件等により，市民の生命，身体または財産に重大な

被害が生じ，または生じるおそれがある場合に，市長の命を受け，事務を統括・職

員を指揮監督し，迅速かつ適切に対処するため，「危機管理監」を設置する。 

なお，危機管理監は，副市長（総務局担当）をもって充てる。 

 

 

５ 組織数の増減 

平成２４年 ４月： １２局 ５部 ９６課 ２３課内室 

  平成２５年 ４月： １２局 ６部 ９６課 ２３課内室 

 

（内訳） 

 

区 分 増 減 増減 

部 ＋１ 
・健康福祉局 

長寿福祉部 
  ＋１ 

課 ＋１ 

・創造都市推進局 

 文化・観光・スポーツ部 

文化財課 

－１ 
・教育局 

 文化財課 
  ０ 


